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文部科学省大臣官房文教施設企画部 

施 設 企 画 課 契 約 情 報 室 

 

 

 国の「安心実現のための緊急総合対策」の一環として、建設業の資金調達の

円滑化の推進をはかるために「地域建設業経営強化融資制度」が創設されまし

た。 

 文部科学省では、平成 20 年 11 月 4 日に本制度に係る運用を以下のとおり定

めましたのでお知らせします。 

 

 

〔関係通知〕 

  ・地域建設業経営強化融資制度について（平成 20 年 11 月 4 日付け文部科

学省大臣官房文教施設企画部長・会計課長通知） 

・ 「地域建設業経営強化融資制度について」の一部改正について（平成 23

年 2 月 1 日付け文部科学省大臣官房文教施設企画部長・会計課長通知） 

・ 「地域建設業経営強化融資制度について」の一部改正について（平成 24

年３月１４日付け文部科学省大臣官房文教施設企画部長・会計課長通知） 

〈次頁以降に写し添付〉 

 

 

〔文部科学省における本制度に関する問い合わせ先〕 

  文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室契約係 

  ０３－５２５３－４１１１（内線２３０８） 

 

〔参考〕 

  制度の概要については、以下のホームページでもご確認できます。（個別工

事に係る具体的な問い合わせは、各発注者にご確認ください。） 

 （国土交通省ホームページ） 

http://www.mlit.go.jp/common/000030025.pdf 

   http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk2_000011.html 

 （財団法人建設業振興基金ホームページ） 

   http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html 
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地域建設業経営強化融資制度について（通知）

建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経

済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、今般、「安

心実現のための緊急総合対策」（平成20年8月29日「安心実現のための緊急総合対策」

に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）において、建設業の資金調達の

円滑化について支援を実施することとされたところです。

これを受け、建設業の資金調達の円滑化の推進のため、中小・中堅元請建設業者が有

する請負代金債権について譲渡先が当該建設業者に行う転貸融資に併せて、金融機関が

当該建設業者に融資を行う場合に保証事業会社が金融保証を行うことができることとす

る地域建設業経営強化融資制度が創設されました。これに伴い当該制度の運用について

下記のとおり定めましたので、遺漏のないよう願います。

この通知は、平成20年11月4日から適用することとし、平成25年3月末日までの間に限

り効力を有するものとします。

記



１ 地域建設業経営強化融資制度の概要

地域建設業経営強化融資制度は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建

設業者（原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の

数が1500人以下の建設業者とする。以下「受注者」という。）が、契約担当官等（会

計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下「発注者」という。）の承

諾（文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号工事請負契約基準（以下「工事請

負契約基準」という。）第5条第1項ただし書に規定する「発注者の承諾」をいう。以

下同じ。）を得て記6に規定する債権譲渡先（以下「債権譲渡先」という。）に譲渡

した工事請負代金債権（工事請負契約基準第1第2項に規定する請負代金債権をいう。

以下「債権」という。）を担保として、債権譲渡先が受注者に対して当該工事に係る

融資を行うものである。本制度では、債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機関か

ら借り入れる転貸融資資金については、財団法人建設業振興基金（以下「基金」とい

う。）が債務保証を行うことができるものとする。

また、債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が受注者に対して当該工事に係る融

資を行う場合に、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年

法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）が公共工事

の前払金保証事業に関する法律第19条第１号の規定に基づき、記9に規定する保証範

囲内において金融保証を行うことができるものとする。

２ 債権譲渡の対象工事

発注者が承諾できる工事は、以下を除く工事とする。

(1) 工事請負契約基準第4第3項に規定する保証（いわゆる「役務的保証」であり、

保証金額を限度として公共工事の請負契約上の債務の履行を保証人が保証し、受注

者に債務不履行が生じた場合には、保証人が代替業者を選定して工事を履行させる

ものをいう。）を付した工事

(2) 受注者者が当該工事の契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は遅延利息を支

払っている工事

(3) 以下の工事を除く、国庫債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度

に亘る工事

① 国庫債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込ま

れる工事

② 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工

事

③ その他別に定める工事

(4) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第86条第１項（第98条で準用する

場合を含む。）の調査の対象となった者と契約した工事

(5) その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当

な特別の事由がある工事



３ 譲渡債権の範囲

債権譲渡の見込額は、当該工事の工事請負契約書に記載されている工事請負代金額

から工事請負契約基準第34第1項に規定する前払金（以下「前払金」という。）、同

第34第3項に規定する中間前払金（以下「中間前払金」という。）、同第37第5項に規

定する部分払金、同第38第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金（以下「部分引

渡しに係る請負代金」という。）を控除した額とする。

ただし、請負工事が完成した場合における債権譲渡額は、当該工事の工事請負契約

書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から

前払金、中間前払金、部分払金、部分引渡しに係る請負代金及び当該工事の請負契約

により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

また、当該工事請負契約が解除された場合においては、当該工事の工事請負契約書

に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負

代金額から前払金、中間前払金、部分払金、部分引渡しに係る請負代金及び当該工事

の請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とす

る。

なお、債権譲渡先と受注者の間の債権譲渡契約において、請負代金額に増減が生じ

た場合には、受注者が債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知し

なければならない。

４ 債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高(記2(3)①にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、２分の

１以上に到達したと認められる日以降とする。

５ 承諾権限

受注者が債権譲渡を行うに当たっては、発注者の承諾を得るものとする。

６ 債権譲渡先

債権譲渡先は、以下の受注者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う

者とする。

① 事業協同組合等（事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。）、特例民法法

人、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人である建設業者

団体をいう。以下同じ。）

② 建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る受注者への貸付

事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者とし

て基金が被保証者として適当と認める民間事業者

７ 債権譲渡の承諾の条件

発注者は、承諾に当たって次に掲げる条件を付すこととする。

(1) 記3に掲げる譲渡債権の範囲



(2) 受注者及び債権譲渡者は、債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該

契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署して発注者に融資実行報告

書を提出すること。

(3) 受注者が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融

保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。

(4) 記9に掲げる債権譲渡が担保する範囲。

(5) 受注者及び債権譲渡者は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権

を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。

(6) 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、債権譲渡先が

責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。

８ 支払計画等の提出

受注者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの当該工事に関する

下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関

する下請負人等への支払計画を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認するこ

ととする。また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払状況及び支払計画の

写しを受けて確認することとする。

９ 譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、当該工事に関して、債権譲渡先の受注者に対する貸付金

及び保証事業会社が有する受注者に対する金融保証に係る求償債権を担保するもので

あって、債権譲渡先又は保証事業会社が有する受注者に対するその他の債権を担保す

るものではない。

10 債権譲渡承諾書交付までの日数等

(1) 債権譲渡承諾書交付までの日数

発注者は、(3)の場合を除き、受注者から債権譲渡の承諾の申請書類を受理した日

から1週間（末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律

(昭和63年法律第91号）第2条に定める取扱いとする。以下「交付期限」という。)以

内に承諾するものとする。

(2) 交付期限までに交付できない場合の措置

(1)にかかわらず、やむを得ない事情で、交付期限までに受注者に対し債権譲渡承

諾書を交付できない場合には、発注者は、その旨を速やかに受注者に連絡するもの

とする。

(3) 承諾を行わない場合の取扱い

発注者は、申請に係る工事が記2に規定する対象工事に該当しない場合又は申請書

類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないも

のとする。この場合においては、発注者は承諾を行わない旨を速やかに受注者に連

絡するものとする。



11 保証事業会社による金融保証の保証範囲

本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象

とすることとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から

前払金、中間前払金、部分払金、部分引渡しに係る請負代金及び債権譲渡先から受注

者への融資額を控除した金額の範囲内とする。

12 その他

(1) 本制度は健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者において

は、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定であるとみなし、

また、入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意すること。

なお、本制度に係る債権譲渡によって受注者の工事完成引渡債務が一切軽減され

るものではない。

(2) 本制度に係る融資及び「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金

債権の譲渡を活用した融資制度について」（平成20年11月4日付け20文科施第346号

文教施設企画部長・会計課長通知）に係る融資は、いずれかを選択して利用できる

ものとする。

担当 大臣官房文教施設企画部契約情報室契約係
電話 03-5253-4111(内線2308)
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